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め
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0桐生
へ
の
進
出

●
呉
服
商
売を
通
じ
た
諸
関
係

③
江戸
へ
の
進
出

おわ
り
に

［論
文
要旨

］

　桐
生
新
町
は
、
そ
の
地
域
一
帯
で
生
産
さ
れ
る
多
く
の
絹
織
物
の
集
散
地
と
し
て
発
展
し
、
周
辺
　
　
　
衛
門
は
江
戸
に
お
い
て
も
町
屋
敷
や
湯
屋
株
な
ど
を
所
持
し
、
呉
服
商
売
に
も
携
わ
っ
て
お
り
、
経

農
村
部
か
ら
機
屋
の
奉
公
人
な
ど
が
流
入
し
て
都
市
的
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
絹
織
物
の
取
引
の
中
　
　
　
　
営
不
振
で
は
あ
っ
た
も
の
の
桐
生
へ
の
進
出
が
江
戸
へ
の
進
出
を
含
め
そ
の
後
の
家
業
拡
大
の
前
提

心と
な
っ
た
の
は
、
市
で
独
占
的
に
絹
織
物
を
集
荷
し
江
戸
や
京
都
な
ど
の
呉
服
問
屋
へ
の
買
次
を
　
　
　
　
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

行
う
絹
買
仲
間
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
仲
間
構
成
員
の
一
人
で
あ
っ
た
野
州
安
蘇
郡
戸
奈
良
村
の
豪
　
　
　
　
　
一
方
、
桐
生
新
町
は
石
井
家
の
よ
う
な
豪
農
の
進
出
を
受
け
て
、
周
辺
地
域
の
中
核
的
な
町
場
と

農
石
井
家
が
桐
生
に
進
出
す
る
過
程
や
そ
の
呉
服
商
売
の
様
相
を
検
討
し
、
在
郷
町
桐
生
の
位
置
付
　
　
　
　
し
て
の
性
格
を
い
っ
そ
う
強
め
、
流
通
面
で
も
江
戸
と
の
結
び
つ
き
の
深
い
在
郷
町
と
し
て
発
展
し

け
や
豪
農
の
活
動
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
桐
生
新
町
で
は
領
主
か
ら
賦
課
さ
れ
た
才
覚
金
を
め
ぐ
っ
て
五

　石
井本
家
の
五
右
衛
門
は
、
天
明
～
寛
政
期
に
地
主
と
し
て
急
成
長
を
遂
げ
る
と
と
も
に
呉
服
渡
　
　
　
右
衛
門
の
対
応
が
問
題
に
な
り
、
絹
買
仲
間
内
部
で
も
桐
生
に
居
住
ま
た
は
出
店
を
も
っ
て
い
る
か

世を
始
め
、
桐
生
に
も
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
文
政
期
に
は
旧
来
の
絹
買
仲
間
構
成
員
か
ら
　
　
　
ど
う
か
で
町
と
の
か
か
わ
り
方
や
織
物
類
の
集
荷
な
ど
の
点
で
違
い
が
み
ら
れ
た
。
石
井
家
の
よ
う

得意
先
を
譲
り
受
け
、
桐
生
に
出
店
を
お
い
た
が
、
他
の
絹
買
次
商
と
同
様
に
売
掛
代
金
の
滞
り
が
　
　
　
な
豪
農
層
は
都
市
と
農
村
を
結
ぶ
存
在
と
し
て
そ
の
活
動
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

多
く
、
戸
奈
良
村
の
本
店
か
ら
の
借
用
金
に
依
存
し
た
赤
字
経
営
で
あ
っ
た
。
天
保
期
に
は
、
五
右

陶
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は
じ
め
に

　
中
世
以
来
絹
織
物
が
生
産
さ
れ
て
い
た
桐
生
で
は
、
十
八
世
紀
半
ば
以
降
、
技
術

の

向
上
と
分
業
の
進
展
に
よ
り
生
産
量
が
飛
躍
的
に
増
加
し
、
絹
織
物
の
集
散
地
と

し
て
そ
の
地
位
を
高
め
た
。
こ
の
時
期
、
江
戸
地
廻
り
経
済
圏
が
形
成
さ
れ
、
各
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

で
在
郷
町
が
発
展
し
た
が
、
桐
生
も
関
東
の
市
と
町
の
番
付
で
は
市
の
筆
頭
に
あ
げ

ら
れ
、
在
郷
町
の
一
つ
と
し
て
江
戸
と
の
関
係
を
深
め
た
。
ま
た
、
地
域
の
中
核
的

な
町
場
と
し
て
周
辺
農
村
部
か
ら
機
屋
の
奉
公
人
な
ど
が
流
入
し
て
裏
店
層
が
形
成

さ
れ
、
都
市
的
様
相
を
呈
し
て
い
た
。

　
絹
織
物
の
取
引
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
、
市
で
独
占
的
に
絹
織
物
を
集
荷
し
江
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

や
京
都
な
ど
の
呉
服
問
屋
へ
の
買
次
を
行
う
絹
買
仲
間
で
あ
る
。
そ
の
一
員
で
、
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

州
三
分
限
の
筆
頭
に
あ
げ
ら
れ
た
佐
羽
吉
右
衛
門
は
、
関
東
の
豪
農
層
の
番
付
で
は

最
上
段
、
西
の
小
結
に
み
え
て
い
る
。
こ
の
番
付
で
は
、
相
州
一
ノ
宮
の
日
野
屋
新

太
郎
（
小
間
物
）
や
武
州
下
奈
良
の
吉
田
市
右
衛
門
（
造
酒
）
の
よ
う
に
、
流
通
面

で
江
戸

と
の
関
係
を
深
め
る
だ
け
で
な
く
、
江
戸
に
町
屋
敷
を
所
持
し
、
居
村
と
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

戸
の
両
方
に
経
営
の
重
心
を
置
い
て
い
た
豪
農
の
名
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ

う
し
た
番
付
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
自
体
、
十
八
世
紀
半
ば
以
降
に
成
長
し
て
き
た
豪

農
の
活
動
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

が
、
佐
羽
に
続
い
て
名
の
あ
げ
ら
れ
て
い
る
野
州
戸
奈
良
の
石
井
五
右
衛
門
も
、
桐

生

に
出
店
を
設
け
て
絹
買
仲
間
の
一
員
と
な
る
と
と
も
に
、
江
戸
に
町
屋
敷
を
所
持

す
る
な
ど
、
居
村
以
外
で
の
活
動
を
行
っ
て
い
た
。

　
本
稿
で
は
、
石
井
家
の
桐
生
進
出
の
過
程
や
呉
服
商
売
の
様
相
を
検
討
し
、
在
郷

町
桐
生
の
位
置
付
け
や
豪
農
の
活
動
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

0
桐
生
へ
の
進
出

1
　
石
井
家
の
概
要

　
石

井
家
の
本
拠
地
で
あ
っ
た
野
州
安
蘇
郡
戸
奈
良
村
（
現
・
栃
木
県
安
蘇
郡
田
沼

町
戸
奈
良
）
は
、
野
上
川
、
彦
間
川
と
い
う
二
つ
の
川
に
挟
ま
れ
た
石
高
一
四
六
三

石
余
の
村
で
、
何
度
か
領
主
が
交
代
し
た
後
、
元
禄
十
二
（
一
六
九
九
）
年
以
降
は

旗
本
大
名
九
給
の
相
給
村
と
な
り
、
幕
末
に
至
っ
た
。

　
石
井
家
は
近
世
初
期
に
京
都
か
ら
来
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
元
和
四
（
一
六
一
八
）

年
に
検
地
が
行
わ
れ
た
際
、
同
村
の
七
人
の
年
寄
の
一
人
と
し
て
そ
の
名
を
現
し
て

　
（
5
＞

お
り
、
近
世
初
頭
か
ら
小
前
百
姓
と
は
異
な
る
家
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

わ
れ
る
。
石
井
家
の
あ
っ
た
戸
奈
良
村
久
保
は
、
天
和
二
（
一
六
八
二
）
年
以
降
旗

本
諏
訪
氏
の
知
行
地
で
、
石
井
家
は
諏
訪
氏
の
用
人
と
し
て
財
政
等
に
深
く
か
か
わ

る
と
と
も
に
、
度
重
な
る
上
納
金
な
ど
の
求
め
に
応
じ
て
、
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ
、

文
化
十
三
（
一
八
ニ
ハ
）
年
に
は
家
臣
の
格
式
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　
石
井
家
に
残
さ
れ
た
質
地
証
文
な
ど
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
特
に
天
明
～
寛
政
期
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

七

八
一
～
一
八
〇
〇
）
以
降
、
急
速
に
土
地
集
積
が
進
め
ら
れ
た
。
文
政
四
（
一
八

二

二
年
の
時
点
で
は
、
同
村
百
姓
八
五
人
の
田
畑
の
所
持
面
積
を
み
る
と
二
反
未

満
が
七
四

％

を
占
め
、
五
反
以
上
の
者
は
石
井
を
除
き
七
人
と
一
〇
％
に
も
満
た
な

（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

い
。
石
井
家
が
領
主
に
対
し
て
天
保
期
以
降
に
差
し
出
し
た
と
み
ら
れ
る
史
料
に
は

「
私
儀
、
持
高
五
百
石
余
所
持
仕
、
下
男
女
二
家
内
三
拾
五
人
暮
二
て
、
農
業
之
間

呉
服
物
商
売
渡
世
仕
候
」
と
あ
り
、
圧
倒
的
な
持
高
と
呉
服
物
商
売
に
よ
っ
て
渡
世

を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
一
方
、
右
の
史
料
で
は
続
け
て
①
石
井
家
は

戸
奈
良
村
の
山
林
百
町
余
の
う
ち
七
割
を
所
持
し
て
お
り
、
所
持
し
て
い
な
い
百
姓

に
そ
れ
を
開
放
し
落
葉
・
下
草
を
と
ら
せ
て
「
村
方
助
成
」
と
し
て
い
る
、
②
居
村

は
勿
論
、
近
村
の
貧
窮
者
や
潰
百
姓
に
助
成
し
て
い
る
、
と
述
べ
て
お
り
、
各
地
の

166
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豪
農
層
と
同
様
に
自
己
の
資
産
の
一
部
を
貧
民
救
皿
に
も
ふ
り
む
け
て
い
た
と
さ
れ

る
。　

こ
う
し
て
、
十
八
世
紀
後
半
に
地
主
と
し
て
急
成
長
し
た
石
井
家
は
、
呉
服
物
商

売
や
質
業
を
開
始
し
た
ほ
か
、
酒
造
株
、
薪
炭
問
屋
株
な
ど
諸
株
を
所
持
し
、
こ
れ

ら
の
経
営
に
よ
っ
て
発
展
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
幕
末
期
に
な
る
と

借
財

も
少
な
く
な
く
、
質
店
の
譲
渡
、
桐
生
店
の
分
家
へ
の
譲
渡
に
よ
っ
て
経
営
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

縮
小
し
、
明
治
以
降
は
急
速
に
経
営
が
衰
退
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

2

絹
買
仲
間
へ
の
加
入
と
桐
生
店
の
設
置

　
地
主

と
し
て
急
成
長
を
遂
げ
て
い
た
天
明
～
寛
政
期
は
、
石
井
が
呉
服
渡
世
を
始

め
、
桐
生
へ
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
で
も
あ
る
。

　
石
井
五
右
衛
門
と
桐
生
と
の
関
わ
り
が
史
料
上
は
じ
め
て
確
認
で
き
る
の
は
、
寛

関連地域全体図

政
九

（
一
七

九

七
）
年
四
月
に
桐
生
で
お
き
た
染
地
反
物
滞
出
入
の
時
で
あ
る
。
桐

生
新
町
の
者
六
人

と
他
村
の
者
五
人
が
、
反
物
を
預
か
っ
た
ま
ま
欠
落
し
た
桐
生
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

町
の
紺
屋
を
相
手
取
り
反
物
の
返
還
を
求
め
て
訴
訟
を
起
こ
し
た
。
こ
の
う
ち
、
十

七
疋

と
最
も
多
く
の
絹
を
預
け
て
い
た
の
は
戸
奈
良
村
の
五
右
衛
門
で
あ
り
、
五
右

衛
門
は
こ
れ
以
前
か
ら
桐
生
に
出
入
り
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
同
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

十
二
月
、
桐
生
新
町
四
丁
目
に
屋
敷
七
畝
歩
を
買
得
し
た
ほ
か
、
文
化
四
（
一
八
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

七
）
年
に
は
五
丁
目
に
も
屋
敷
を
所
持
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
石
井
五
右
衛

門
は
屋
敷
所
持
と
い
う
形
で
桐
生
で
の
拠
点
を
設
け
て
い
っ
た
。

　
一
方
、
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
に
作
成
さ
れ
た
戸
奈
良
村
の
「
村
高
人
別
商
職

　
（
1
3
）

人

書
」
に
は
年
寄
の
五
右
衛
門
が
「
五
拾
ケ
年
以
前
よ
り
　
呉
服
渡
世
」
と
記
さ
れ

て
お

り
、
こ
れ
に
従
え
ば
五
右
衛
門
は
天
明
入
（
一
七
八
八
）
年
頃
か
ら
呉
服
渡
世

を
始
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
安
永
三
（
一
七
七
四
）
年
に
は
、
呉
服
太
物

の

行
商
を
行
う
者
た
ち
が
石
井
家
を
中
核
と
し
て
絹
屋
連
合
と
い
う
仲
間
を
結
成
し

　
　
　
（
1
4
）

た
と
さ
れ
、
そ
の
場
合
、
開
業
の
時
期
は
さ
ら
に
遡
る
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
し

て

も
、
先
に
ふ
れ
た
桐
生
で
の
出
入
で
、
紺
屋
に
加
工
を
依
頼
し
た
絹
が
桐
生
で
仕

入
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
五
右
衛
門
の
呉
服
渡
世
は
開
業
ま
も
な
い

頃
か
ら
桐
生
で
絹
の
買
付
け
や
加
工
を
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
可
能
性
を
考

え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
の
ほ
か
「
村
高
人
別
商
職
人
書
」
に
は
、
石
井
五
右
衛
門
家
の
分
家
で
百
姓
代

を
つ
と
め
る
吉
兵
衛
が
「
四
拾
ケ
年
以
前
よ
り
　
呉
服
渡
世
」
を
営
む
と
記
さ
れ
て

い

る
が
、
分
家
の
名
は
桐
生
の
絹
買
仲
間
の
構
成
員
と
し
て
寛
政
三
（
一
七
九
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

年
か
ら
既
に
み
え
て
お
り
、
分
家
の
呉
服
渡
世
は
桐
生
で
の
絹
の
仕
入
れ
を
前
提
に

行
わ

れ
て

い

た
可
能
性
が
高
い
。
本
家
の
五
右
衛
門
に
つ
い
て
も
、
文
化
六
（
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

〇

九
）
年
の
「
絹
買
仲
間
講
連
名
帳
」
に
は
分
家
と
と
も
に
そ
の
名
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。

　
石
井
五
右
衛
門
が
桐
生
と
の
関
係
を
一
段
と
深
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
文
政

二

（
一
八
一
九
）
年
の
こ
と
で
あ
る
。
同
年
閏
四
月
、
石
井
五
右
衛
門
は
桐
生
の
絹
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買
で
家
業
の
存
続
が
困
難
に
な
っ
た
玉
上
甚
左
衛
門
か
ら
、
織
屋
か
ら
の
借
財
を
肩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

代
わ
り
す
る
代
わ
り
に
得
意
先
を
譲
り
受
け
、
同
五
（
一
八
二
二
）
年
迄
に
は
桐
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

に
仕
入
店
と
し
て
の
出
店
（
五
丁
目
店
）
を
お
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し

か

し
実
際
に
は
、
石
井
へ
の
得
意
先
譲
渡
は
先
方
へ
未
披
露
で
あ
る
な
ど
の
理
由
か

ら
文
政
八
（
一
八
二
五
）
年
ま
で
は
玉
上
の
名
前
で
注
文
品
の
買
送
り
が
行
わ
れ
た

ほ

か
、
最
大
の
得
意
先
で
あ
る
岩
城
升
屋
と
玉
上
は
実
質
的
に
も
取
引
を
継
続
し
た

た
め
、
石
井
は
そ
の
代
わ
り
に
織
屋
か
ら
の
借
財
も
四
割
五
分
を
負
担
す
る
に
と
ど

め

る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
後
弘
化
元
（
一
八
四
四
）
年
に
は
、
桐
生
に
出
店
を
お

い
て

二
〇
〇

年
来
絹
買
を
つ
と
め
て
き
た
勢
州
在
住
の
伊
勢
屋
三
郎
右
衛
門
か
ら
居

宅
・
土
蔵
・
得
意
先
・
家
財
道
具
を
譲
り
受
け
て
四
丁
目
店
と
し
、
同
三
（
一
八
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

六
）
年
に
は
そ
れ
を
引
き
払
っ
て
五
丁
目
店
へ
合
併
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
、
石
井
五
右
衛
門
は
旧
来
の
桐
生
絹
買
仲
間
の
構
成
員
か
ら
の
譲
り
受

け
と
い
う
形
で
得
意
先
の
獲
得
に
つ
と
め
る
と
同
時
に
、
絹
買
仲
間
の
構
成
員
と
し

て

の
足
固
め
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

3
　
桐
生
店
の
経
営

　
桐
生
店
の
経
営
に
関
す
る
史
料
は
断
片
的
で
、
元
方
の
勘
定
帳
簿
も
残
さ
れ
て
い

な
い
た
め
、
そ
の
経
営
内
容
の
詳
細
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
が
、
天
保

七
・
八
年
の
五
丁
目
店
の
店
卸
を
検
討
し
た
安
藤
保
氏
は
、
①
両
年
と
も
経
営
は
赤

字
で
、
し
か
も
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
、
②
天
保
八
年
の
取
引
額
が
減
少
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

こ
と
、
か
ら
経
営
不
振
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
以
後
の
時
期
に
つ
い

て

合

わ
せ
て
検
討
し
、
経
営
傾
向
を
う
か
が
っ
て
み
た
い
。

　
表
1
は
、
四
丁
目
店
と
合
併
す
る
弘
化
三
（
一
八
四
六
）
年
ま
で
の
五
丁
目
店
の

店
卸
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
①
取
引
額
は
増
加
傾
向

に
あ
る
が
経
営
は
赤
字
で
あ
り
、
特
に
弘
化
元
年
以
降
は
赤
字
額
も
急
増
す
る
こ
と
、

②
こ
れ
と
対
応
し
て
本
店
か
ら
の
借
用
金
で
あ
る
当
用
元
利
も
急
増
す
る
こ
と
、
が

わ
か
る
。

五丁目店店卸表1

天保7 天保8 天保10 天保11 天保12 天保13 天保14 弘化1 弘化3
（1836） （1837） （1839） （1840） （1841） （1842） （1843） （1844） （1846）

得意貸 1357両．分 1002．1 1449．1 1551．1 2166 1355．2 1791．1 1927 680．3

本帳品代貸金 120．3 57．1 185．2 138．1 138．1 138．1 138．1 138．1 138．1

有代呂物有金 291．2 272 526．2 184．3 376．2 508．1 542．1 461．2 893．2

当座帳書抜 88．1 138．3 214．1 247．2 233．1 138 310．3 206．1 419．2

諸貸金 226 201 299．2 712．3 778．2 797 762 990．1 1067．2

〆（①） 2085 1671．3 2675．1 2835 3693 2936．3 3545．2 3719．3 3201

元備金 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

当用元利 1846．2 1669．3 2574 2692．1 3504．2 2975．3 3389．1 4074 4605．3

本店議定金 50 50 50 50 50 50 50 50 50

諸預り金 264．3 115 168．1 234．1 322．1 172 568．1 336．2 111．3

〆（②） 3124 2834．3 3785．2 3977 4876．3 4198 5007．3 5460．2 5767．3

差引（①一②） 一 1061
一
1163 一 1110．1 一 1110．1 一 1183．2 一

1261
一 1462 一 1740．3 一 2566．2

天保9年・弘化2年は欠。典拠）石井家文書　1086・1087・イ2202
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合
併
の
後
、
桐
生
店
は
改
組
さ
れ
て
江
戸
掛
・
上
方
掛
と
に
区
別
さ
れ
、
勘
定
も

別
々
に
行
わ
れ
た
。
江
戸
掛
は
江
戸
問
屋
な
ど
を
主
な
取
引
先
と
し
、
上
方
掛
は
四

丁

目
店
を
引
き
継
い
で
上
方
の
問
屋
な
ど
と
の
取
引
が
あ
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

表
2
・
表
3
は
そ
れ
ぞ
れ
の
店
卸
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
表
2
か
ら
は
、

増
減
は
あ
る
も
の
の
取
引
高
は
合
併
前
を
上
回
る
年
も
あ
り
、
ま
た
在
庫
（
有
代
呂

物
）
が
以
前
よ
り
も
高
い
水
準
で
推
移
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
表
3
で
も
ほ

ぼ
同
様
の
傾
向
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
表
3
の
「
惣
勘
定
書
」
の
部
分
は
損
益
勘
定
に
あ
た
る
も
の
と
み
ら
れ
、
財
産
勘

定
の

結
果
と
数
値
が
合
わ
な
い
が
、
商
内
高
や
本
家
か
ら
の
拝
借
金
の
利
息
に
つ
い

江戸掛店卸表2

嘉永2（1849） 嘉永3（1850） 嘉永4〔1副 嘉永5〔働

盆前 盆後 盆前 盆後 盆後 盆前

本帳書抜

当座帳書抜

その他書抜

附立有代呂物〆高

出入帳有金

本家へ諸貸

普請金

勘定不足（嘉永4～5）

その他

1174両．

159．2

101．3

1422．3

239．2

121．1

198

　6．3

1987．2

257

125．3

1617．1

　6
　25．1

225．2

　21．1

609

107．2

211．2

883．2

437．1

10

225．2

25

2154

100．1

247

831．2

　48

312．3

2664．1

223

185．2

725．1

　65．3

　55

409．2

　37．3

　15

1529

138

180．3

972

145．1

〆（①） 3424．1 4266．2 2510 3694．2 4382．1 2966．1

本家当用借用

本家諸預り

諸預り

勘定過上（嘉永2～4）

3091．3

　47

188

3564．2

　60．2

496．3

2171

184．1

　98．2

3155．2

395．1

3132．1

　3
958

144

2503

　486

147．3

〆（②） 3325．2 4121．2 2454．1 3549．2 4239 3137．2

差引（①一②） 98．2 144．3 55．2 145 143．1 一 171

典拠）石井家文書　イ2212・イ2213・イ2214・イ2217・イ2219・イ2220

て

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
利
益
の
内
訳
に
つ
い
て
は
記
載
が
な
い
た
め
、

利
益
は
買
次
の
口
銭
に
よ
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
外
の
部
分
で
確
保
さ
れ
た

の
か

は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
商
内
高
は
増
加
し
て

い

る
が
、
嘉
永
五
年
盆
前
の
一
万
両
余
を
ピ
ー
ク
に
減
少
に
転
じ
て
い
る
。
ま
た
、

商
内
高
の
増
加
も
収
支
の
大
幅
な
改
善
に
は
結
び
つ
い
て
お
ら
ず
、
本
家
か
ら
の
借

用
金
に
支
え
ら
れ
て
商
売
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
構
造
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。

　
借
用
金
の
利
銀
は
、
万
延
元
（
一
八
六
〇
）
年
ま
で
桐
生
店
を
経
営
し
た
戸
奈
良

村
の
石
井
家
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
が
、
そ
の
額
は
嘉
永
二
（
一
八
四
九
）
年
以
降

は
毎
年
四
〇
〇
両
以
上
に
の
ぼ
っ
た
。
安
藤
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
桐
生
店
は
本

店
に
と
っ
て
「
利
付
貸
付
け
対
象
と
し
て
の
意
味
が
大
き
か
っ
た
」
が
、
貸
借
関
係

は
常
に
本
店
の
貸
し
越
し
で
額
も
次
第
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
「
勘
定
上
は
本

店
利
益
の
増
加
を
意
味
し
な
が
ら
も
、
実
際
は
桐
生
店
の
経
営
悪
化
を
意
味
し
、
そ

れ

は
本
店
に
と
っ
て
も
帳
簿
上
の
み
の
利
益
と
な
る
恐
れ
が
あ
っ
た
」
と
い
え
る
。

　
た
だ
し
、
絹
買
次
業
の
不
振
は
ひ
と
り
石
井
家
に
み
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
石

井
家
が
玉
上
甚
左
衛
門
か
ら
得
意
先
を
譲
り
受
け
た
文
政
期
は
、
桐
生
の
絹
買
次
商

の

経
営
が
相
次
い
で
危
機
を
迎
え
た
時
期
で
あ
り
、
江
戸
を
は
じ
め
と
す
る
全
国
各

地
の

一
三
〇

軒
以
上
の
商
人
と
取
引
関
係
の
あ
っ
た
長
沢
家
が
分
散
し
た
ほ
か
、
書

上
家
が
「
仕
法
替
」
と
い
う
経
営
再
建
に
着
手
し
、
佐
羽
家
で
も
「
家
訓
」
「
家
制
」

を
整
備
し
て
い
る
。
絹
買
次
商
の
性
格
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
し
た
江
口
百
合
子
氏

は
、
そ
の
原
因
を
①
預
り
金
の
比
重
が
高
く
、
利
益
率
が
低
い
と
い
う
買
次
商
の
経

営
の
特
質
、
②
発
展
し
つ
つ
あ
る
商
品
生
産
を
背
景
に
、
織
屋
が
買
次
商
に
よ
る
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奪
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
自
立
性
を
獲
得
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
、
に
求
め
て
い
る
。

　
書
上
家
の
場
合
、
桐
生
周
辺
の
織
屋
を
営
む
豪
農
層
、
桐
生
・
足
利
．
大
間
々
な

ど
の
在
郷
町
商
人
、
江
戸
在
住
ま
た
は
江
戸
に
取
引
所
を
も
つ
諸
国
問
屋
商
人
な
ど

か

ら
融
資
を
受
け
、
文
政
四
～
十
（
一
八
二
一
～
二
七
）
年
の
七
年
間
で
預
り
金
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

総
額
は
利
付
き
の
も
の
だ
け
で
二
万
四
七
〇
〇
両
余
に
の
ぼ
っ
た
。
単
純
に
平
均
す

る
と
、
預
り
金
は
一
年
で
三
五
〇
〇
両
余
に
な
る
。
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表3　上方掛店卸

弘化4 （1847） 嘉永1（1848） 嘉永2（1別9） 嘉永5 （1852） 嘉永6（1853）

盆前 盆後 盆後 盆前 盆前 盆後 盆前

惣勘定

正有金 76 129 2 1 36．3 322．2 6．3

惣懸金〆高 236．2 420 654．3 643．3 1158．3 626 1366．

附立有物〆高 555．2 898．3 952．3 600．2 1248．1 1394．3 1087．2

店引受之節有物 200 200 200 200 200 200 200

勘定不足（弘化2～3盆前） 187．1 187．1 187．1 187．1 187．1 187．1 187．1

〆（①） 1255．3 1835．2 1997 1633 2825．1 2730．3 2847．3

内

御本家様拝借元利〆高 1234．3 1733．1 1499．1 1296．3 2497 2027 2319

江戸方6当座借用 195 50 300 50

勘定過上（弘化3盆後～嘉永5） 14．3 20．3 135．1 272．2 324．1 328 403．2

〆（②） 1249．3 1753．3 1829．3 1619．2 2821．2 2655．1 2772．3

差引テ（①一②） 5．3 81 167．1 13．1 3．3 75．2 74．3

惣勘定書

儲高（③＝A－B） 114．2 153．1 241 183．3 228 276．3 215．3

｛商内高陥） 7489 9158．1 9077．2 9335．3 10398 8838 8117．

右之元（B） 7374．2 9005 8836．1 9152 10169．3 8561．1 7901．1

内

拝借金利足〆高 64．3 65．1 50．2 52．1 73．3 89．3 69

台所諸入用 54．2 36．2 44．1 93．1 79．1 67．1 48．2

銘々四〔五〕人分給金 14．2 14 14 19．2 20 20 17．3

荷造道具諸入用ニタ割〆高 45．1 15．3 25

〆（④） 134．1 116 109 165．1 218．1 193．1 160．3

差引テ（③一④） 一 19．2 37．1 132 18．2 9．3 83．1 55

典拠）石井家文書　イ2204・イ2205・イ2209・イ2210・イ2221・イ2228・イ2229

　
年
三
万
両
の
取
引
高
の
あ
っ
た
書
上
家
に
対
し
て
、
石
井
家
桐
生
店
の
取
引
高
は

そ
の
三
分
の
一
程
度
で
あ
り
、
借
用
金
の
占
め
る
割
合
も
相
対
的
に
高
い
が
、
経
営

資
金
を
戸
奈
良
村
の
本
家
か
ら
借
用
し
、
他
人
か
ら
の
融
資
に
頼
ら
ず
そ
の
規
制
を

受
け
ず
に
済
ん
だ
こ
と
は
、
石
井
家
が
活
動
を
行
う
上
で
の
利
点
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
も
で
き
る
。
た
だ
し
、
売
掛
代
金
が
円
滑
に
回
収
さ
れ
な
け
れ
ば
、
他
の
買
次

商
と
同
様
、
経
営
が
圧
迫
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

②
呉
服
商
売
を
通
じ
た
諸
関
係

　
石
井
家
は
、
居
村
お
よ
び
そ
の
周
辺
や
桐
生
で
呉
服
商
売
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
な

関
係
を
築
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
表
4
は
、
石
井
家
か
ら
呉
服
物
を
仕
入
れ
て
そ
の
販
売
を
行
っ
て
い
た
者
の
例
を

示

し
た
も
の
で
あ
る
。
事
例
①
②
④
は
、
い
ず
れ
も
石
井
五
右
衛
門
か
ら
呉
服
類
を

預
か
っ
て
「
旅
商
売
」
「
国
売
渡
世
」
を
行
い
、
代
金
は
売
立
金
な
ど
に
よ
っ
て
後

払
い
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
事
例
④
で
は
次
の
よ
う
な
と
り
き

め

に
な
っ
て
い
る
。

　
　
（
2
3
）

〈史
料
一
〉

　
　
　
　
差
入
申
証
文
之
事

　
一
此
倉
之
助
と
申
者
燵
成
者
に
て
、
農
間
絹
布
・
太
物
類
、
国
売
渡
世
仕
度
心
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
力
脱
力
）

　
　
に
御
座
候
得
共
、
難
及
自
、
此
度
差
金
廿
両
差
入
、
諸
品
物
借
用
致
度
、
我
等

　
　
共
請
人
に
相
立
、
一
同
達
て
相
頼
申
入
候
処
、
御
承
知
被
下
、
通
帳
面
之
通
諸

　
　
品
借
用
致
、
渡
世
仕
添
奉
存
候
、
品
代
金
之
義
ハ
、
帰
国
之
時
々
急
度
可
致
皆

　
　
済

候
、
商
売
体
仕
振
之
義
ハ
、
御
差
図
次
第
少
も
為
相
背
申
間
鋪
候
、
万
一
不

　
　
正
之
義
及
御
聞
被
成
候
ハ
．
・
、
荷
物
御
引
上
、
御
勝
手
次
第
御
取
計
へ
、
不
足

　
　
金
之

分
、
当
人
に
不
抱
私
共
引
請
、
無
違
乱
急
度
可
致
皆
済
、
於
旅
先
　
御
公

　
　
儀
御
法
度
之
義
ハ
勿
論
、
同
商
売
之
者
途
中
出
会
候
頃
、
同
宿
致
候
ハ
“
、
少

　
　
も
無
礼
無
之
様
盤
勲
に
致
、
商
売
体
御
仕
法
急
度
為
相
守
可
申
候
、
差
入
申
絹
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表4　石井家から呉服物を仕入れ商売している者

年　　代 居　　所 人　　名 内　　　容 典　拠

文政13（1830）年9月 野州佐野天明小屋町 釜屋勘平 ・ 会津木具類商売、仕入れのついでに 石井家文書

① 石井五右衛門より呉服物諸品預り売 イ1193

立金で皆済

②
天保9（1838）年7月 武州埼玉郡騎西町場 幸八 ・ 天保3～6年、石井五右衛門より呉

服物預り旅商売渡世

同上

イ258

・170両借金

③
弘化3（1846）年 野州佐野天明町 与九郎 ・ 4年間で商高400両少々余

・ （石井五右衛門に）絹布代118両余返

同上

イ492

済につき

嘉永2（1849）年8月 ？ 倉之助 ・ 農間絹布太物類国売渡世したい 『田沼町史』

④ ・ 差金20両差入れ（石井五右衛門か 第4巻248号
ら）諸品物借用

・ 請人岩崎村左平太・閑馬村三蔵院

⑤
？ 越後国宮川宿

同　　柏崎町

嘉平次召仕　市兵衛

能登屋留松代佐四郎

・ 呉服商内

・桐生の石井五右衛門・善兵衛方へ罷

石井家文書

イ875－2・3

越、呉服太物仕入

布
・
太
物
類
借
用
、
国
売
渡
世
引
請
証
文
、

　
　
嘉
永
二
酉
年
八
月

伍
如
件

岩
崎
村

　
　
左
平
太

閑
馬
村

　
　
三
蔵
院

　
　
　
　
　
　
戸
奈
良
村

　
　
　
　
　
　
　
五
右
衛
門
殿

　
請
人
の
居
所
で
あ
る
岩
崎
村
・
閑
馬
村
は
い
ず
れ
も
戸
奈
良
村
の
隣
村
で
あ
り
、

倉
之
助
も
戸
奈
良
村
か
そ
の
近
く
の
村
の
者
と
み
ら
れ
る
。
倉
之
助
は
五
右
衛
門
か

ら
絹
布
・
太
物
類
を
借
用
し
、
品
代
は
帰
国
の
度
に
支
払
う
と
い
う
約
束
で
国
売
渡

世
を
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　
で

は
、
商
品
を
持
参
し
て
旅
商
売
に
あ
た
る
国
売
と
の
取
引
は
、
石
井
に
と
っ
て

ど
れ
ほ
ど
の
利
益
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
桐
生
の
書
上
家
を
参
考
に
み
て

み

よ
う
。
書
上
家
の
取
引
先
と
利
益
を
ま
と
め
た
表
5
に
よ
れ
ば
、
「
田
舎
商
」
と

い
う
国
売
に
相
当
す
る
と
み
ら
れ
る
者
と
の
取
引
は
比
較
的
利
益
率
が
高
い
こ
と
が

わ
か
る
。
石
井
か
ら
絹
布
類
を
借
用
し
て
初
め
て
商
売
に
出
ら
れ
る
と
い
う
関
係
か

ら
、
国
売
と
の
取
引
で
は
石
井
に
と
っ
て
一
定
の
利
益
率
が
確
保
さ
れ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。

　
事
例
⑤
で
は
、
呉
服
商
内
を
す
る
越
後
国
柏
崎
町
・
宮
川
宿
（
と
も
に
現
．
新
潟

県
柏
崎
市
）
の
者
が
、
石
井
五
右
衛
門
・
善
兵
衛
の
桐
生
の
出
店
で
呉
服
類
を
仕
入

れ
て

い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
事
例
①
～
④
で
石
井
か
ら
呉
服
類
を
借
用
ま
た

は
仕
入
れ
た
者
は
、
戸
奈
良
村
か
ら
比
較
的
近
い
地
域
の
者
で
あ
り
、
品
物
の
や
り

と
り
も
戸
奈
良
村
の
石
井
家
に
お
い
て
行
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
桐
生
店
の
店
卸
勘

定
で
は
「
本
店
品
代
立
替
」
と
い
う
費
目
も
あ
り
、
桐
生
で
買
い
付
け
た
呉
服
類
は

戸
奈
良
村
の
石
井
家
に
も
送
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
掲
げ
る
史
料
は
、
文
政
二
（
一
八
一
九
）
年
に
分
家
の
石
井
吉
兵
衛
が
絹
代

金
の

返
済
を
求
め
て
同
村
の
甚
兵
衛
を
訴
え
た
こ
と
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
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表5　絹買（書上家）の取引先と利益（文政7～10年）

　
　
（
2
4
）

〈史
料
二
〉

取　引　先
取引高

両　　％

此利

両　　％

利益率

　　％

小利江戸問屋向売高 9200（30．7） 138（22．0） 1．5

中利江戸前売店上得意 2160（7．2） 87（13．9） 4．0

大利江戸前売店中得意 1315（4．4） 92（14．7） 7．0

田舎・・活1：1買次分・銭 15420（51．4） 232（36．9） 1．5

田舎商分 1270（4．2） 70（11．1） 5．5

是迄ハ帳へ出サズ 635（2、1） 9（1、4） 1．4

荷送帳二而受取候分

合　計 30000（100．0） 628（100．0） 2．1

（典拠）書上家文書　C1－12

（註）「前売店」については現在のところ未検討であり、今後の課題とし

　　たい。

　
　

乍
恐
以
書
付
奉
申
上
候

一
御
知
行
所
野
州
戸
奈
良
村
百
姓
吉
兵
衛
奉
申
上
候
、
私
よ
り
同
村
甚
兵
衛
へ
相

懸
り
候
絹
代
金
滞
出
入
、
石
川
主
水
正
様
御
懸
り
に
て
、
相
手
甚
兵
衛
親
代
吉

よ
り
私
親
善
兵
衛
へ
引
受
候
畑
山
は
、
甚
兵
衛
商
致
候
敷
金
之
筋
に
も
相
聞
、

殊
畑
山
売
渡
は
御
法
度
之
処
、
証
文
不
将
之
旨
に
て
手
鎖
・
宿
御
預
ケ
被
仰
付

奉
恐
入
候
、
然
ル
処
右
一
件
、
都
て
巨
細
内
実
之
儀
有
体
可
申
立
旨
被
　
仰
渡
、

承
知
奉
畏
、
乍
恐
絹
売
仲
間
之
義
ハ
、
古
来
よ
り
夫
々
議
定
取
極
有
之
候
内
、

売
子
之
儀
ハ
大
金
之
荷
物
取
扱
候
儀
に
も
御
座
候
得
ば
、
身
元
髄
成
者
相
撰
、

仲
間
加
入
為
致
、
世
話
仕
候
者
を
親
方
と
唱
、
渡
世
為
致
候
仲
ケ
問
議
定
に
御

座
候
処
、
文
化
五
辰
年
中
、
右
代
吉
罷
越
、
絹
売
渡
世
致
度
由
、
尤
元
手
金
無

之
候
得
共
、
所
持
之
畑
質
地
に
差
出
可
申
候
間
、
金
子
才
覚
致
呉
候
様
申
之
に

付
、
同
村
殊
に
懇
意
之
間
柄
故
、
任
其
意
に
金
弐
拾
両
用
立
、
質
地
証
文
取
之
、

私
親
善
兵
衛
親
方
に
相
成
、
仲
間
加
入
致
さ
せ
、
去
々
丑
年
迄
商
為
致
候
処
、

先
用
立
金
共
都
合
四
拾
九
両
余
相
滞
、
及
対
談
候
処
、
三
拾
両
余
ハ
拾
ケ
年
之

間
御
年
貢
差
繰
等
致
、
夫
故
勘
定
不
相
立
由
、
実
意
を
以
相
歎
候
に
付
、
善
兵

衛
存
生
中
相
談
之
上
、
右
畑
山
代
金
三
拾
五
両
に
相
極
引
請
残
金
拾
四
両
余
ハ

勘
弁
致
遣
、
先
弐
拾
両
之
質
地
証
文
相
返
シ
、
本
証
文
取
極
候
処
、
世
間
之
聞

も
有
之
候
に
付
、
年
貢
諸
役
共
引
受
、
小
作
致
度
由
相
頼
候
間
、
任
其
意
に
壱

ケ
年
金
壱
両
三
分
に
取
極
、
是
又
名
主
奥
印
証
文
取
之
、
小
作
に
相
渡
、
其
瑚

よ
り
代
吉
義
ハ
商
為
相
休
候
得
共
、
一
村
之
儀
、
気
之
毒
に
も
存
候
哉
、
翌
寅

年
春
中
、
親
善
兵
衛
一
同
相
談
之
上
、
私
名
宛
に
て
証
文
取
之
、
相
手
甚
兵
衛

儀
仲
間
加
入
為
致
、
同
五
月
中
、
旅
商
に
差
出
、
同
九
月
中
帰
宅
致
候
由
之
処
、

一
円
挨
拶
無
之
に
付
、
代
吉
方
へ
承
り
候
得
ば
、
未
帰
宅
不
致
候
由
申
之
、
其

後
厳
重
相
尋
候
得
ば
、
荷
物
計
先
へ
相
帰
し
候
杯
、
種
々
偽
之
義
共
有
之
候
に

付
、
残
荷
物
受
取
、
不
足
之
分
弐
拾
五
両
余
勘
定
致
候
様
、
数
度
催
促
仕
候
得

共
、
甚
兵
衛
其
儘
立
帰
不
申
上
は
勘
定
不
相
成
杯
申
之
、
然
ル
処
私
義
、
同
国

宇
都
宮
へ
見
世
差
出
、
代
吉
甥
源
兵
衛
と
申
者
に
商
為
致
置
候
処
、
莫
大
之
金

子
損
毛
之
上
、
売
掛
も
多
分
相
滞
有
之
候
に
付
、
右
見
世
相
仕
舞
候
上
、
売
掛

滞
済
方
無
之
分
井
桐
生
出
店
売
掛
共
一
同
出
訴
仕
度
、
右
に
付
甚
兵
衛
儀
も
一

村
同
士
之
儀
と
口
、
乍
口
、
余
り
等
閑
に
致
置
候
間
、
出
訴
之
趣
相
断
候
得
ば
、

何
れ

に
欺
済
方
出
来
可
申
哉
に
奉
存
、
再
三
及
懸
合
候
処
、
有
無
之
挨
拶
も
無

之
候

に
付
、
無
是
非
甚
兵
衛
欠
落
之
由
に
付
、
代
吉
井
証
人
弥
兵
衛
相
手
取
、

　
御
尊
判
頂
戴
相
附
後
も
、
当
人
は
勿
論
、
村
役
人
へ
迄
も
種
々
懸
合
候
得
共
、

是
又

当
人
よ
り
一
円
否
無
之
に
付
、
不
得
止
事
御
吟
味
奉
受
候
始
末
に
成
行
候

処
、
弥
兵
衛
義
ハ
証
人
印
形
仕
候
覚
無
之
由
申
立
候
に
付
、
御
糺
之
上
、
不
正

之
印
形
に
て
、
弥
兵
衛
申
立
候
通
相
違
無
御
座
、
依
之
同
人
義
ハ
帰
村
被
仰
付
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
代
吉
力
）

既

に
右
一
件
御
吟
味
御
下
ゲ
に
も
可
相
成
趣
口
口
親
子
馴
合
、
余
不
実
之
致
方

と
心
外
に
奉
存
、
甚
兵
衛
行
衛
聞
糺
候
処
、
同
人
伯
父
近
村
上
田
村
由
右
衛
門
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方
に
罷
在
候
に
付
預
ケ
置
、
其
段
御
訴
申
上
候
処
、
甚
兵
衛
義
も
罷
出
、
弐
拾

　
　

五
両
余
滞
ハ
有
之
候
得
共
、
前
書
代
吉
よ
り
善
兵
衛
へ
引
受
候
畑
山
証
文
、
金

　
　
三
拾
五
両
ハ
敷
金
に
有
之
候
間
、
都
て
拾
両
程
も
可
受
取
分
に
有
之
杯
、
親
善

　
　
兵
衛
相
果
候
と
附
込
、
種
々
偽
申
紛
罷
在
候
、
然
に
今
般
、
私
分
証
文
不
将
之

　
　
旨
に
て
御
答
被
　
仰
付
、
殊
に
奉
恐
入
相
慎
罷
在
候
処
、
近
村
之
者
取
扱
に
罷

　
　
越
候
間
、
右
証
文
之
義
ハ
重
キ
御
利
解
も
承
知
仕
候
事
故
、
相
返
シ
候
上
は
、

　
　
絹
代
金
之
儀
、
不
残
相
済
呉
候
様
相
懸
合
申
候
、
右
内
実
有
体
奉
申
上
候
通
相

　
　

違
無
御
座
候
、
御
答
中
故
、
乍
恐
書
付
を
以
此
段
奉
申
上
候
、
以
上

　
　
　
　
文
政
二
卯
年
十
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
知
行
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

野
州
安
蘇
郡
戸
奈
良
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

訴
訟
人
　
吉
兵
衛

　
　
　
　
御
地
頭
所
様

　
　
　
　
　
御
役
人
中
様

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
文
化
五
（
一
八
〇
八
）
年
、
甚
兵
衛
の
親
の
代
吉
が
絹
売
渡
世

を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
、
吉
兵
衛
の
親
の
善
兵
衛
が
元
手
金
を
用
立
て
た
上
、
親
方

と
し
て
世
話
を
し
て
絹
売
仲
間
に
加
入
さ
せ
た
。
代
吉
は
文
化
十
四
（
一
八
］
七
）

年
ま
で
商
売
を
し
た
が
、
石
井
が
用
立
て
た
金
を
含
め
四
九
両
余
を
滞
ら
せ
、
さ
ら

に

文
政
元
（
一
八
一
八
）
年
、
吉
兵
衛
あ
て
に
証
文
を
出
し
て
仲
間
に
加
入
し
旅
商

に
出
た
甚
兵
衛
も
帰
宅
せ
ず
勘
定
が
滞
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
史
料
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
①
戸
奈
良
村
、
ま
た
は
そ
れ
を
含
む
地
域
に
絹

売
仲
間
と
い
う
組
織
が
あ
り
、
親
方
の
世
話
に
よ
っ
て
仲
間
に
加
入
し
た
売
子
は
旅

商
に
出
る
こ
と
、
②
石
井
が
用
立
て
た
金
を
返
せ
な
く
な
っ
た
代
吉
は
、
当
初
質
地

証
文

を
入
れ
て
お
い
た
畑
に
つ
い
て
石
井
と
の
間
で
小
作
関
係
を
結
ぶ
に
至
っ
た
こ

と
、
③
石
井
は
宇
都
宮
に
も
見
世
を
出
し
て
代
吉
の
甥
に
商
売
を
さ
せ
て
い
た
が
、

売
掛
が
滞
っ
て
い
る
た
め
閉
店
す
る
つ
も
り
で
あ
る
こ
と
、
④
宇
都
宮
店
と
同
様
に

桐
生
の
出
店
の
売
掛
も
滞
っ
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。

　
代
吉
・
甚
兵
衛
は
、
商
品
で
あ
る
呉
服
類
を
ど
こ
か
ら
仕
入
れ
た
の
か
、
史
料
に

は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
表
4
の
事
例
を
参
考
に
す
れ
ば
、
呉
服
類
そ
の
も
の
ま
で

石
井
か

ら
仕
入
れ
て
い
た
可
能
性
も
高
い
。
居
村
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
者
に
対
す
る
、

絹
売
仲
間
加
入
に
あ
た
っ
て
の
保
証
と
元
手
金
の
貸
与
は
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
石

井
家
の
豪
農
と
し
て
の
地
位
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
呉
服
類
も

供
給
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
石
井
は
絹
売
仲
間
の
構
成
員
を
通
し
て
呉
服
商
売
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

行
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
、
宇
都
宮
店
の
設
置
は
、
都
市
を
拠
点
と
し
た
販
売
活
動
を
め
ざ
す
も
の
で

あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
そ
の
経
営
を
圧
迫
し
た
の
は
桐
生
店
と
同
様
、

売
掛
の
滞
り
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
石
井
家
で
は
荷
物
を
送
る
買
次
を
行
う
ほ
か
に
、
居
村
や
桐
生
店

に
仕
入
に
来
る
者
に
対
し
て
呉
服
類
の
卸
売
等
を
し
、
他
都
市
に
店
を
設
け
る
な
ど
、

様
々
な
形
態
を
と
り
な
が
ら
関
東
・
東
北
各
地
に
商
圏
を
広
げ
て
い
っ
た
。

③
江
戸
へ
の
進
出

　
各
地
で
成
長
し
た
豪
農
層
の
中
に
は
、
江
戸
に
商
業
・
金
融
活
動
を
行
う
た
め
の

拠
点
を
設
け
、
あ
る
い
は
担
保
物
件
や
地
代
店
賃
収
入
を
生
み
出
す
も
の
と
し
て
町

屋
敷
を
所
持
す
る
者
も
み
ら
れ
た
。
桐
生
の
絹
買
仲
間
に
お
い
て
も
、
佐
羽
吉
右
衛

門
が
天
保
十
二
（
一
八
四
一
）
年
ま
で
に
本
石
町
四
丁
目
に
地
借
し
て
店
支
配
人
を

置
き
買
次
渡
世
を
行
っ
て
い
た
ほ
か
、
数
名
が
江
戸
に
拠
点
を
置
い
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
。

　
表

6
は
、
石
井
五
右
衛
門
が
江
戸
に
所
持
し
て
い
た
町
屋
敷
に
つ
い
て
ま
と
め
た

も
の
で
あ
る
。
判
明
す
る
限
り
で
は
、
い
ず
れ
も
天
保
期
に
購
入
し
て
い
る
こ
と
が

わ

か

る
。
こ
の
ほ
か
に
も
湯
屋
株
を
所
持
し
て
数
ヶ
町
で
湯
屋
を
経
営
し
て
お
り
、

弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
の
書
上
げ
に
よ
る
と
、
町
屋
敷
や
湯
屋
株
の
所
持
に
よ
る

上

り
高
は
表
7
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
こ
に
は
書
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
本
石
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表6　石井五右衛門の所持する町屋敷（判明分）

所　在　地 購入年代 購入代金

木挽町2丁目　南角グ6軒目 天保2年8月 600両

木挽町3丁目 ？ ？

小綱町1丁目　西角δ5軒目 天保4年6月 1550両

小綱町1丁目　西角グ6軒目 天保4年6月 1550両

芝田町9丁目　西側5ヶ所目 天保6年8月 150両？

本石町1丁目　南側西角66軒目 天保10年9月 1000両

桜田善右衛門町　西角グ2軒目 ？ ？

典拠）石井家文書　イ683・イ684・イ1821・イ1890・イ1908・

　イ1933・1000　　旧幕府引継書（国立国会図書館所蔵）807－101

者十り年こうたの　か屋のた五
か組等’れに荷株文つへ詳江）こ手年ののと能橋農ら臨わか
ら呉を江にと物数化たの細戸年の放に物担み性町村れ時せら
桐服す戸応求は固十よ買にでかほしお件保らが人居るのてま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　゜普一と　　　　　　　　　＿う次つ呉らかていでとれ指地住

町
一
丁
目
の
町
屋
敷
に
つ
い
て
、
他
の
史
料

町
入

用
な
ど
の
経
費
は
概
算
で
あ
る
が
、
合

と
な
る
計
算
で
あ
る
。
た
だ
し
、
た
び
た
び

実
際
の
収
入
は
こ
れ
よ
り
少
な
か
っ
た
と
み

　
十
八
世
紀
後
半
以
降
の
江
戸
で
は
、
関
東

が
多
数
あ
り
、
し
か
も
そ
の
町
屋
敷
は
日
本

人
地
の
中
で
も
一
等
地
に
集
中
し
て
い
た
可

場
合
も
、
江
戸
で
の
活
動
の
中
心
に
な
っ
た

帯

に
位
置
し
て
お
り
、
借
金
を
申
し
込
む
際

内
に
あ
る
小
網
町
一
丁
目
と
本
石
町
一
丁
目

に
振
り
向
け
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
明
治
初

挽
町
二
丁
目
（
京
橋
町
人
地
）
の
町
屋
敷
を

　
者
が
町
屋
敷
を
所
持
す
る
例

　
や

京
橋
町
人
地
な
ど
江
戸
町

　
　
　
　
　
　
（
2
6
＞

　
摘

さ
れ
て
い
る
。
石
井
家
の

　
る
も
の
は
い
ず
れ
も
そ
の
一

　

さ
れ
た
の
も
日
本
橋
町
人
地

　
　
　
（
2
7
）

　
あ
っ
た
。
そ
の
資
金
を
ど
こ

　
て

も
石
井
は
こ
の
両
町
と
木

　
い
な
い
。

　
、
石
井
は
弘
化
二
（
一
八
四

　
松
島
町
で
質
店
を
営
み
、
ま

　
服
商
売
も
行
っ
て
い
た
。
そ

　
い
て

は
不
明
だ
が
、
呉
服
問

　

に
関
わ
る
も
の
だ
け
で
は
な

　

で
あ
る
。

　
一
八
一
三
）
年
、
十
組
問
屋

定
に
あ
た
っ
て
、
江
戸
に
着
い

全
て

呉
服
問
屋
に
差
し
出
す
よ

め

ら
れ
た
桐
生
の
絹
買
仲
間
は

じ
ず
、
天
保
九
（
一
八
三
八
）

で
呉
服
問
屋
以
外
の
者
に
直
売

る
者
の
取
締
を
求
め
ら
れ
る
と
、

問
屋
仲
間
も
絹
買
仲
間
以
外
の

生
の

産
物
を
買
わ
な
い
こ
と
を

め

た
も
の
が
表
8
で
あ
る
。

年
で
三
七
〇
両
余
が
手
取
り

請
入
用
が
か
か
っ
て
お
り
、

表7　町屋敷・湯屋の地代・上り高　弘化2（1845）年11月改

場　所 種類 項目 金　額

桜田善右衛門町 地面 地代 4両1分　　　2匁5分4厘
ク 湯屋 上り高 3両2分

小綱町1丁目 上り高 14両3分　　　3匁

木挽町 上り高 64匁6分6厘
ク 上り高 6両　　　　　6匁6分

〃　9丁目 地代・上り高 2両3分2朱　5匁4分5厘
〃　　　　　〃 湯屋 上り高 3両

浅草田原町 上り高 2両3分　　　　　　　540文

下谷山崎町 湯屋 上り高 3両1分

小舟町 湯屋 上り高 3両

箔屋町 上り高 1両1分2朱　1匁5分
ロノ堀 2両　　　　　2匁5分

芝田町横町 3両　　2朱

〆（1ヶ月当り） 51両1分2朱　　　　　113文

1ヶ年上り高 616両2分2朱　　　　　548文

内凡町二入用 200両

凡普請積り 50両

凡店入用 50両

引〆 316両2分2朱　　　　　548文

典拠）石井家文書　イ683

条
件
に
要
求
に
応
じ
た
。
そ
の
後
ま
も
な
く
、
呉
服
問
屋
に
五
〇
両
を
差
し
出
す
こ

と
で
外
店
と
の
取
引
に
つ
い
て
は
以
前
の
通
り
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
絹
買
仲
間

の
多
く
は
、
足
利
方
面
で
織
り
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
綿
織
物
類
を
集
荷
し
て
江

戸
の
木
綿
問
屋
に
買
次
を
行
う
者
で
も
あ
っ
た
が
、
木
綿
問
屋
も
呉
服
問
屋
と
ほ
ぼ

同
時
期
に
外
店
売
や
打
越
荷
物
の
禁
止
を
彼
ら
に
求
め
て
い
る
。
買
次
仲
間
の
多
く

が
木
綿
問
屋
の
意
向
に
応
え
る
な
か
、
石
井
五
右
衛
門
を
含
む
四
人
の
者
は
外
店
売

を
行
っ
て
い
な
い
と
し
て
取
締
内
容
を
定
め
た
証
文
に
調
印
せ
ず
、
ま
た
実
際
は
外

店
売
を
行
っ
て
い
た
五
右
衛
門
は
江
戸
問
屋
の
申
し
出
に
不
満
で
、
返
事
の
猶
予
が

許

さ
れ
な
い
の
な
ら
除
名
さ
れ
て
も
構
わ
な
い
と
い
う
意
向
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

に
、
石
井
五
右
衛
門
は
江
戸
の
呉
服
問
屋
や
木
綿
問
屋
以
外
と
の
取
引
を
行
い
、
利

益
の

確
保
に
つ
と
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
江
戸
で
の
拠
点
は
そ
う
し
た
活
動
を
支
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表8　本石町1丁目町屋敷の地代店賃
　　　上り高（天保期頃／1ヶ月当たり）

項　目 金　額

地代店賃惣上り高

　　内　七分積金

　　　　町入用

　　　　家守給金

銀419匁

　　13匁9分5厘

　　47匁程

　　30匁

差引（全手取） 銀328匁程

　＝金5両1分3朱程

典拠）石井家文書　イ684－7

服
物
商
渡
世
罷
在
、
去
々
寅
年
五
月
中
、

　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

商
罷
出
候
処
、
芝
芝
井
町
辺
と
相
覚
、

出
逢
、
同
人
義
は
私
幼
少
之
時
分
手
習
朋
輩
に
御
座
候
て
、

時
御
当
地
へ
罷
出
、
本
郷
元
町
庄
助
と
申
者
方
に
罷
在
、

仕
候
旨
申
聞
、
相
別
れ
、
翌
日
私
旅
宿
通
油
町
清
水
屋
八
右
衛
門
方
へ
尋
参
、

私
商
之
得
意
ヲ
世
話
可
致
旨
申
聞
、
尤
同
人
差
図
に
て
両
三
ヶ
所
少
々
ヅ
ツ
商

仕
候
、
然
ル
処
同
人
義
も
御
当
地
へ
罷
出
、
取
付
之
儀
に
て
商
代
呂
物
も
手
薄

候
、
難
渋
之
旨
申
之
、
何
卒
私
所
持
之
代
呂
物
貸
呉
候
様
申
聞
、
尤
代
金
は
近

在
へ
商
に
罷
出
売
捌
次
第
、
早
速
勘
定
可
致
旨
申
聞
候
間
、
少
々
代
呂
物
貸
遣

し
申
候
所
、
五
、
六
日
過
候
て
金
壱
両
持
参
仕
、
此
上
商
出
精
仕
、
入
金
可
致

候
間
、
何
卒
又
々
代
呂
物
貸
呉
、
身
上
行
立
候
様
致
度
旨
相
願
候
間
、
相
違
も

有
之
間
敷
と
存
、
凡
金
高
廿
両
余
之
代
呂
物
貸
遣
、
同
六
月
上
旬
、
私
帰
村
之

節
に
相
成
候
て
も
、
無
沙
汰
に
御
座
候
間
、
前
書
庄
助
方
へ
罷
越
、
政
兵
衛
に

面
会
仕
、
及
催
促
候
処
、
金
子
出
来
兼
候
間
、
何
卒
此
已
後
之
出
府
之
節
迄
相

待
呉
候
様
、
達
て
相
詫
候
間
、
無
拠
重
て
出
府
之
節
無
相
違
相
済
候
筈
約
定
に

て

帰
村
仕
り
、
其
後
出
府
之
節
相
尋
候
処
、
何
方
へ
罷
越
候
哉
庄
助
方
に
不
罷

在
候
段
、
同
人
は
他
行
之
由
に
て
同
人
妻
申
聞
候
に
候
間
、
種
々
様
子
承
り
候

え
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

　
五
右
衛
門
と
同
様
、
桐
生
の
絹
買
仲
間

構
…
成
員
で
あ
っ
た
分
家
の
吉
兵
衛
の
、
江

戸
で
の
活
動
を
示
す
次
の
よ
う
な
史
料
が

伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
（
2
8
）

〈史
料
三
〉

　
　
　
　
乍
恐
以
書
付
奉
申
上
候

　
一
諏
訪
靱
負
知
行
所
野
州
安
蘇
郡
戸
奈

　
　
良
村
百
姓
吉
兵
衛
召
仕
利
助
奉
申
上

　
　
候
、
主
人
吉
兵
衛
儀
、
農
業
之
間
呉

　
　
私
儀
主
人
商
荷
物
持
参
、
御
当
地
へ

　
同
州
足
利
郡
足
利
町
政
兵
衛
と
申
者
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
私
へ
申
聞
候
は
当

　
　
　
　
　
　
　
　
少
々
ヅ
ツ
耀
呉
服
商

　
　

得
共
、
相
知
れ
不
申
候
由
に
御
座
候
間
、
無
詮
方
私
壱
人
之
了
簡
を
以
、
所
々

　
　

相
尋
候
得
共
、
手
掛
無
之
候
に
付
、
無
致
方
帰
村
仕
、
其
旨
主
人
へ
申
聞
、
尚

　
　

又

同
年
冬
中
出
府
仕
、
右
庄
助
方
へ
相
尋
候
得
共
、
一
向
不
存
旨
申
之
、
尤
浅

　
　

草
辺

に
罷
居
候
哉
之
旨
噂
に
承
り
候
趣
、
同
人
妻
よ
し
承
り
候
間
、
同
所
辺
気

　
　

ヲ
付
相
尋
候
得
共
、
相
分
不
申
候
、
其
後
出
府
之
時
々
相
尋
、
去
冬
中
迄
は
庄

　
　
助
方
へ
も
相
尋
候
得
共
、
実
々
不
存
様
子
に
御
座
候
間
、
政
兵
衛
儀
在
所
辺
へ

　
　

は
廻
り
候
儀
も
可
有
之
と
奉
存
、
見
当
り
候
上
ハ
及
懸
合
可
申
と
も
存
罷
在
、

　
　

素
よ
り
任
懇
意
貸
遣
候
儀
に
て
、
被
衡
取
候
筋
と
も
相
心
得
不
申
候
間
、
御
当

　
　

地
井
に
政
兵
衛
在
所
辺
往
来
候
時
、
心
掛
候
時
、
心
掛
ケ
候
の
み
に
て
、
尋
方

　
　

等
閑
に
相
成
罷
在
申
候
、
然
ル
処
右
政
兵
衛
儀
御
召
捕
に
相
成
、
私
義
も
被

　
　

召
出
始
末
御
吟
味
に
付
、
乍
恐
以
書
付
奉
申
上
候
、
以
上

　
　
　
　

天
保
三
辰
年
七
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
諏
訪
靱
負
知
行
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
野
州
安
蘇
郡
戸
奈
良
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
召
仕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
利
　
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
通
油
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
水
屋
八
右
衛
門
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
多
　
助

　
　
　
　
　
火
附
盗
賊
御
役

　
　
　
　
　
　
　
御
役
所
様

　
天
保
元

（
一
八
二

九
）
年
、
吉
兵
衛
の
召
仕
利
助
が
主
人
商
荷
物
を
持
参
し
て
江

戸

に
出
、
通
油
町
の
清
水
屋
八
右
衛
門
方
に
旅
宿
し
て
い
た
。
清
水
屋
八
右
衛
門
は

石
井
五
右
衛
門
が
請
人
と
な
っ
て
こ
こ
に
地
借
し
、
株
主
五
右
衛
門
の
も
と
で
質
業

に
あ
た
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
、
文
久
二
（
一
八
六
二
）
年
に
は
「
渡
世
井
家
作
其
外

一
式
」
を
五
右
衛
門
か
ら
譲
り
受
け
て
い
る
。
八
右
衛
門
方
は
絹
買
仲
間
が
江
戸
で

参
会
す
る
場
所
と
し
て
も
し
ば
し
ば
史
料
に
登
場
す
る
こ
と
か
ら
、
石
井
家
の
江
戸
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で
の

活
動
の
拠
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
利
助
は
、
本
郷
元
町
に
旅
宿
し

て

耀
呉
服
商
を
し
て
い
た
野
州
足
利
町
（
現
・
栃
木
県
足
利
市
）
の
政
兵
衛
に
出
会

い
、
知
人
で
あ
っ
た
政
兵
衛
の
世
話
で
そ
の
得
意
先
二
、
三
ヶ
所
で
も
少
し
ず
つ
商

売
を
し
た
。
や
が
て
、
手
持
ち
の
商
品
が
少
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
利
助
は
政
兵

衛
に
商
品
を
貸
し
た
も
の
の
、
政
兵
衛
の
行
方
は
わ
か
ら
な
く
な
り
、
そ
の
代
金
の

返
済
も
滞
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
は
、
野
州
か
ら
や
っ
て
き
て
江
戸
で
羅
呉
服
商
を
す
る
者
や
、
江
戸
問
屋

と
の
取
引
関
係
を
も
ち
な
が
ら
問
屋
仲
間
外
の
者
と
の
取
引
を
行
う
石
井
分
家
の
姿

が
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
形
態
こ
そ
、
江
戸
問
屋
仲
間
が
取
り
締
ま
ろ
う
と
し

て

い

た
状
況
そ
の
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
よ
う
な
存
在
が
流
通
構
造
を
変
容
さ
せ
る

要
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

お

わ
り
に

　
石
井
家
で
は
、
地
主
と
し
て
急
成
長
を
遂
げ
る
の
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
呉
服
渡
世
を

始

め
、
ま
も
な
く
桐
生
に
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
居
村
か
ら
そ
う
遠
く
な
い

佐
野
や
、
在
郷
町
と
し
て
発
展
し
て
き
て
い
た
足
利
を
越
え
て
桐
生
に
進
出
し
た
の

は
、
桐
生
が
単
に
絹
織
物
の
集
散
地
で
あ
っ
た
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
が
江
戸

を
は
じ
め
と
す
る
都
市
と
の
関
係
が
集
積
し
て
い
る
場
所
で
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら

れ

る
。
桐
生
店
の
経
営
は
不
振
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
桐
生
へ
の
進

出
が
江
戸
へ
の
進
出
を
含
め
そ
の
後
の
家
業
拡
大
の
前
提
と
な
っ
た
こ
と
は
確
実
で

あ
る
。

　
一
方
、
桐
生
新
町
は
、
石
井
家
の
よ
う
な
豪
農
の
進
出
を
受
け
て
、
周
辺
地
域
の

中
核
的
な
町
場
と
し
て
の
性
格
を
一
層
強
め
、
流
通
面
で
も
江
戸
と
の
結
び
つ
き
の

深
い
在
郷
町
と
し
て
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
桐
生
新
町
で
は
石

井
家
の
進
出
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
波
紋
が
生
じ
て
い
る
。

　
中
で
も
、
嘉
永
三
（
一
八
五
〇
）
年
に
桐
生
新
町
の
領
主
酒
井
大
学
頭
が
全
領
分

に
御
用
金
や
才
覚
金
を
賦
課
し
た
際
に
は
、
才
覚
金
三
〇
〇
両
の
減
額
や
出
金
方
法

に
つ
い
て
嘆
願
し
た
石
井
五
右
衛
門
に
対
し
て
、
酒
井
家
が
出
店
引
払
い
を
命
じ
、

こ
れ
を
不
服
と
し
た
五
右
衛
門
が
勘
定
奉
行
所
に
提
訴
す
る
と
い
う
事
態
に
ま
で
発

展

し
た
。
絹
買
仲
間
の
構
成
員
で
も
あ
っ
た
町
役
人
は
、
難
し
い
立
場
に
立
つ
こ
と

と
な
り
、
「
町
役
人
気
之
毒
之
由
二
て
、
今
泉
村
石
原
丈
二
殿
被
相
頼
候
由
二
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

三

月
六
日
罷
越
、
不
残
調
達
致
呉
候
様
申
候
得
共
、
不
承
知
相
断
申
候
」
と
あ
る
よ

う
に
、
絹
買
仲
間
の
一
人
で
あ
っ
た
今
泉
村
の
名
主
を
間
に
立
て
て
出
金
を
促
し
た

が
、
五
右
衛
門
は
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
。
領
主
側
は
、
五
右
衛
門
が
桐
生
に
「
抱

屋
敷
地
拾
軒
前
程
所
持
い
た
し
、
店
子
数
拾
軒
有
之
、
御
高
拾
石
余
所
持
」
し
て
「
商

向
殊
之
外
手
広
二
」
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
上
納
金
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
も
な
か
つ

た
の
に
、
今
回
出
金
に
応
じ
な
い
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
領
主
役
人

は
町
役
人
に
宛
て
た
書
状
の
中
で
、
分
家
の
石
井
吉
兵
衛
は
才
覚
金
を
「
桐
生
新
町

同
様
願
之
趣
、
奇
特
心
妙
之
事
」
で
あ
る
の
に
五
右
衛
門
は
「
強
情
」
で
あ
る
と
述

　
　
（
3
0
）

べ
た
り
、
五
右
衛
門
に
不
利
な
見
解
が
出
さ
れ
た
際
に
は
「
気
味
能
次
第
」
と
記
し

　
　
（
3
1
）

て

い

る
。
一
方
五
右
衛
門
の
方
は
、
こ
れ
ま
で
年
貢
諸
役
も
滞
り
な
く
納
め
て
き
た

上
、
上
納
に
応
じ
る
こ
と
に
し
た
才
覚
金
の
出
金
方
法
に
つ
い
て
嘆
願
し
て
い
る
だ

け
な
の
に
、
出
店
引
き
払
い
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
で
、
「
町
役
人
共
者
不
及
申
、
領

主
役
人
共
毎
度
失
手
筈
」
と
町
役
人
や
領
主
役
人
に
対
し
て
批
判
的
な
目
を
向
け
、

今
回
の
出
金
の
要
請
は
店
の
繁
栄
を
羨
み
、
断
れ
ば
出
店
を
引
払
わ
せ
る
の
が
内
意

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
3
2
）

で

あ
る
と
考
え
て
い
た
。
結
局
、
一
八
〇
両
余
の
費
用
を
か
け
、
諏
訪
家
を
通
し
て

掛
け
合
う
な
ど
し
た
結
果
、
五
右
衛
門
は
才
覚
金
を
出
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
内
済

と
な
っ
た
。

　
右
の
一
件
は
五
右
衛
門
の
個
性
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
他

所
出
身
者
が
出
店
や
抱
屋
敷
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
軋
礫
が
生
じ
、
感
情
的
な
も
つ

れ
が
生

じ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
ま
た
、
絹
買
仲
間
内
部
に
お
い
て
も
、
桐
生
新
町

に
居
住
も
し
く
は
出
店
を
も
つ
町
方
の
者
と
そ
う
で
な
い
在
方
の
者
と
で
は
、
桐
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

新
町
と
の
関
わ
り
方
や
織
物
類
の
集
荷
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
違
い
が
み
ら
れ
た
。
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江
戸

に
お
い
て
も
、
在
地
社
会
か
ら
進
出
し
て
き
た
豪
農
層
が
出
店
を
設
け
た
り
、

様
々
な
形
で
商
業
・
金
融
活
動
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
流
通
面
で
も
社
会
構
造
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

お

い
て

も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
巨
大
都
市
江
戸
と
農
村

の

関
係
は
、
在
郷
町
桐
生
と
周
辺
農
村
の
間
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
関
係
が
格
段
に
複

雑
化
し
拡
大
し
た
も
の
と
し
て
み
る
こ
と
の
で
き
る
部
分
も
あ
り
、
石
井
の
よ
う
な

豪
農
層
は
都
市
と
農
村
を
結
ぶ
存
在
と
し
て
も
そ
の
活
動
が
注
目
さ
れ
る
。
桐
生
へ

の
進

出
は
、
石
井
家
が
居
村
と
そ
の
周
辺
か
ら
外
に
向
か
っ
て
踏
み
出
し
た
大
き
な

一
歩
で
あ
り
、
彼
ら
豪
農
の
活
動
に
よ
っ
て
都
市
と
農
村
の
関
係
も
変
容
し
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。

註（
1
）
　
「
関
東
市
町
定
日
案
内
」
（
林
英
男
・
芳
賀
登
編
『
番
付
集
成
』
上
、
柏
書
房
・
人
文
社
、

　
　
一
九
七
三
年
）
。

（
2
）
　
拙
稿
「
近
世
後
期
に
お
け
る
桐
生
絹
買
仲
間
の
構
造
と
展
開
」
（
『
史
学
雑
誌
』
一
〇
二
編

　
　
一
一
号
、
一
九
九
三
年
）
。

（
3
）
　
「
関
八
州
田
舎
角
力
番
附
」
（
註
（
1
）
の
出
典
に
同
じ
）
。

（
4
）
　
渡
辺
尚
志
『
近
世
の
豪
農
と
村
落
共
同
体
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
↓
九
九
四
年
）
序
章
。

（
5
）
　
石
井
家
文
書
（
栃
木
県
立
文
書
館
寄
託
）
二
七
。

（
6
）
　
『
田
沼
町
史
資
料
所
在
目
録
』
第
三
集
（
田
沼
町
史
編
さ
ん
委
員
会
、
一
九
八
五
年
）
資
料

　
　
解
説
。

（
7
）
　
安
藤
保
「
下
野
に
お
け
る
一
在
郷
商
人
の
経
営
と
意
識
」
（
『
栃
木
県
史
研
究
』
一
八
号
、

　
　
一
九
七
九
年
）
。
以
下
石
井
家
に
つ
い
て
は
、
こ
の
ほ
か
に
高
崎
寿
『
下
野
の
豪
農
石
井
家
の

　
　
研
究
』
（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
八
九
年
）
、
『
田
沼
町
史
』
第
四
・
六
巻
を
参
照
。

（
8
）
　
石
井
家
文
書
イ
三
五
六
六
。

（
9
）
　
前
掲
安
藤
論
文
。

（
1
0
）
　
書
上
家
文
書
（
桐
生
市
立
図
書
館
所
蔵
）
A
一
－
六
五
四
・
B
一
－
五
。

（
1
1
）
　
石
井
家
文
書
イ
ニ
六
八
七
。

（
1
2
）
　
書
上
家
文
書
A
一
－
一
七
九
。

（
1
3
）
　
『
田
沼
町
史
』
第
四
巻
、
三
五
五
～
三
五
六
頁
。

（
1
4
）
　
高
崎
前
掲
書
二
八
・
四
一
頁
。

（
1
5
）
　
前
掲
拙
稿
。

（
1
6
）
　
石
井
家
文
書
イ
四
九
六
。

（
1
7
）
　
石
井
家
文
書
イ
一
八
七
三
。

（
1
8
）
　
石
井
家
文
書
イ
七
八
ニ
ー
一
。

（
1
9
）
　
石
井
家
文
書
一
六
。

（
2
0
）
　
前
掲
安
藤
論
文
。

（
2
1
）
　
江
口
百
合
子
「
桐
生
絹
買
次
商
の
性
格
に
つ
い
て
」
（
『
論
集
き
ん
せ
い
』
三
号
、
一
九
七
九
年
）
。

（
2
2
）
　
前
掲
江
口
論
文
、
表
四
ー
二
。

（
2
3
）
　
『
田
沼
町
史
』
第
四
巻
、
二
四
八
号
。

（
2
4
）
　
同
右
、
二
四
〇
号
。

（
2
5
）
　
こ
こ
で
い
う
絹
売
仲
間
が
前
述
し
た
絹
屋
連
合
の
こ
と
を
指
す
場
合
は
、
呉
服
類
の
供
給

　
　
元
が
石

井
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
り
、
代
吉
ら
は
事
実
上
石
井
の
売
子
と
し
て
旅
商

　
　
に
出
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
2
6
）
　
渡
辺
尚
志
「
関
東
に
お
け
る
豪
農
層
の
江
戸
進
出
（
三
と
（
前
掲
書
第
一
編
第
四
章
。
初

　
　
出
は
一
九
八
四
年
）
。

（
2
7
）
　
石
井
家
文
書
イ
一
八
＝
・
イ
一
八
一
四
。

（
2
8
）
　
『
田
沼
町
史
』
第
四
巻
、
二
四
三
号
の
一
部
。

（
2
9
）
　
『
栃
木
県
史
』
史
料
編
　
近
世
五
、
六
六
八
頁
。

（
3
0
）
　
長
沢
家
文
書
（
桐
生
市
立
図
書
館
所
蔵
）
一
〇
四
三
。

（
3
1
）
　
長
沢
家
文
書
一
二
一
八
。

（
3
2
）
　
石
井
家
文
書
イ
一
三
七
。

（3
3
）
　
前
掲
拙
稿
。

（
3
4
）
　
吉
田
伸
之
「
巨
大
城
下
町
－
江
戸
」
（
『
岩
波
講
座
　
日
本
通
史
』
第
一
五
巻
、
岩
波
書
店
、

　
　
一
九
九
五
年
）
。

（東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（二
〇
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Advancement　of　Goηo　into　K的11　and　Go声』1bse‘or　Kimono　Trade

SUGIMORI　Reiko

Kiry11・shinmachi　developed　as　a　distrib1160n　center　fbr　many　silk　fabrics　produced　all　over　the　area

and　presented　an　urban　aspect　with　the　influx　of　servants　for　weaving　factories　etc．仕om　neighbor－

ing　villages．　Those　who　played　a　central　role　in　the　silk　fabdcs　trade　were克i〃励α劫α妬幼αor　the

silk　buyers　guild，　who　bought　the　silk　fhbrics　monopolistically　and　acted　as　an　agent　for　kimono

wholesale　stores　in　Edo　and　Kyoto　in　their　purchase．　The　paper　will　examine　the　process　in　which

the　Ishii　family，　Go〃o（wealthy　famler）of　Yashu　As（トgun　Tonara　Village（野州安蘇郡戸奈良村）and

member　of　theκαカα物αadvanced　into　Kiryu　and　then　will　discuss　the　aspects　of　their　kimono　sales

business　in　order　to　examine　the　situa60n　of　a　zα忽o¢カo　Kiryu　and　the　acdvi6es　of　Goκo．

　　　Goemon　of　the　head　family　of　Ishii　started　kimono　business　and　visiting　Kiryu，　while　he　devel－

oped　rapidly　as　the　landlord　during　the　period丘om　Tenmei　to　Kansei．　In　the　Bllnsei　period，　he　suc－

ceeded　customers　from　an　old　member　of　the　silk　buyers　guild　and　opened　a　branch　in　Kiryu．　How－

ever，　like　many　other　silk　traders，　because　of　many　defaults　in　accounts　receivable，　the　business　of

the　branch　was　in　red　and　had　to　depend　upon　the　borrwoing丘om　the　head　of6ce　in　Tbnara　Vil－

lage．　In　the　Tempo　period，　Goemon　had　a　to㎜residence　and　some　stocks　of夕砂αin　Edo，　and　fur－

ther　he　was　engaged　in　kimono　business．　Although　the　business　had五nancial　dif丘culties，　his　ad－

vancement　into　Kiryu　served　as　the　premise　for　the　expansion　of　the　family　business　in　the　fUture

including　the　advancement　to　Edo．

　　　In　the　meantime，　Kiryu－shinmachi，　as　a　result　of　the　advancement　of　such　Goκo　as　the　Ishii　fam－

ily，　fUrther　strengthened　its　character　as　the　core　town　place　fbr　the　neighboring　area，　while　it　de

veloped　as　a　zα㎏o鋤o　having　a　deep　connection　with　Edo　from　the　standpoint　of　distribution．　How－

ever，　in　Kiryu－shinmachi，　as　seen　in　the　case　where　the　way　Goemon　dealt　with　the　sα偽α〃μ々ゴ〃or

the　raised　money　imposed　by　the　manor　brought　on　much　criticism，　their　relations　with　the　town

and　the　way　of　buying　the　silk白bdcs，　etc．　d遊red　according　to　whether　they　had　residences　or

branches　in　Kiryu　even　if　they　belonged　to　the　same　silk　buyers　guild．　The　ac6vities　of　the　class　of

such　Goηo　as　the　Ishii　f㎜ily　are　worthy　of　attention　in　that　it　was　connecting　the　urban　and　the　n1－

ral　areas．
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